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報告第２号

損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づく専

決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定

により報告する。

令和８年２月５日提出

豊川市長 竹 本 幸 夫
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（財務部関係）

１ 専 決 年 月 日 令和７年１１月２７日

相 手 方 中日本高速道路株式会社

損害賠償の額 １３８，０６７円

令和６年２月２７日、豊川市千両町上西ノ谷５３番５

８において、市の所有する土地に生えた木が倒れ、相

概 要 手方の所有するフェンスに当たり、当該フェンスの一

部が破損したことが発覚した。

別紙
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（教育委員会関係）

１ 専 決 年 月 日 令和７年１１月１４日

相 手 方 豊川市在住の４０代女性

損害賠償の額 ３７４，６３３円

令和７年９月１６日午前１１時頃、豊川市立金屋小学

校の駐車場において、折れた木の枝が相手方の所有す

概 要 る自動車に当たり、当該自動車の一部が破損した。


